
登下校バス運営規則 

 

第１章 総則 

第 １条：目的 

この規則は、「保護者の責任で行う」ことを基本原則とする児童生徒の登下校において、保

護者の責任遂行の一助としてバス事務局が外部業者に委託してバスの運行サービス実施する

登下校バス（以下、バス）の運営に関して定める。 

 

第 ２条：バス運行用途 

児童生徒の登下校 

 

第 ３条：運営 

バスの運営は、ハノイ日本人学校理事会（以下、理事会）の管轄下、バス事務局が行

う。 

 

第２章 バス事務局 

第 ４条：目的 

バスの円滑で効率的な運行及び安全の確保を目的として、バス事務局を設置する。 

 

第 ５条：構成メンバー 

１ バス事務局責任者（学校事務局長） 

２ バス担当事務職員 

 

第 ６条：業務項目 

バス事務局は、以下１～６について実施する。 

１  バスの運行を円滑に行うための調査、連絡 

２  バスの運行計画表の作成 

３  バス運行時の安全管理 

４  その他、バス運行に関する調整 

５  運行受託者選定業務 

６ バス会計処理 

 

第３章 登下校バス運行委員会 

第 ７条：目的 

バスの円滑で効率的な運行及び安全の確保を目的として、理事会の下部組織として、登下校

バス運行委員会（以下、運行委員会）を設置する。 

 

第 ８条：委員 

運行委員会は次の委員で組織する。 

１ 理事会代表    １名（副理事長） 

２ 学校代表     １名（教頭） 



３ ＰＴＡ代表    ２名（会長・副会長） 

４ バス事務局責任者 １名（学校事務局長） 

５ バス担当事務職員 ２名 

６ オブザーバー   若干名（委員の過半数の承認により参加が認められた場合） 

 

第 ９条：委員長 

委員長を１名置き、理事会代表がこれに当たる。 

 

第１０条：委員の任期 

１ 委員の任期は４月から翌年３月末日までの１年とする。年度途中で就任した委員の任期

も前委員の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

 

第１１条：委員会の開催 

１ 運行委員会は、年２回開催（４月、２月）を基本とし、委員長が必要と認めた場合、適

宜開催するものとする。 

２ 運行委員会は、委員長が主宰する。 

３ 運行委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成に

より決する。賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。 

 

第１２条：審議事項 

下記につき、運行委員会で決定した内容を理事会に上程し、理事会が最終決定する。 

１ この規則の改定 

２ バス事務局のみの判断では決定できない「バス運行に重大な影響を与える事項」 

３ 予算・決算・契約に関する事項 

 

第４章 非常時の措置 

第１３条：非常時の措置 

１ バス事務局は、ハノイ日本人学校長と連携の上、天災、その他の理由によりバス運行の

中止等を決定することができる。 

２ 運行中の児童生徒の急な体調不良や怪我等の緊急事態に対応するため、停車可能な場所

で一時停車またはルート変更を行う場合がある。 

 

第５章 保護者の遵守事項 

第１４条：遵守事項 

１ 保護者は、バス運行により発生した事故、傷害等について、理事会、運行委員会、バス

事務局、学校、運転手、添乗員は一切責任を負うものでないことを承諾し、利用開始時

に免責に関する誓約書をバス事務局に提出する。 

２ 保護者は、児童生徒に対しバス利用時のマナーを指導する。（乗車態度、シートベルト

の着用、乗降時の安全確認等） 

３ バス利用手引きに記載された事項。 

 



 

第６章 会計 

第１５条：財務 

１ バス運営の財源は、バス利用者が支払う登下校バス費とする。 

２ 登下校バス費は、バス運営基礎費とバス利用料で構成する。 

      （１）バス運営基礎費は、バスの安定的・継続的運行のための費用として以下のもの 

         が含まれ、バスの運行が無くても発生する。 

       ・バス事務局人件費と経費（含、バス運行にかかわる調査等費用） 

       ・バスアプリ利用料 

       ・バスカード発行料 

       ・通信費 

        

      （２）バス利用料は、バスの実運行のための費用として以下のものが含まれ、運行 

         （乗車）回数及び距離に拠らず定額とする。 

       ・児童生徒の登下校におけるバス利用 

３ バス担当事務職員と事務局経理担当者がバス会計処理を行い、バス事務局責任者が

承認する。 

４ バス事務局責任者が理事会で、年度末決算見通し及び次年度予算計画を上程し、承認

を得る。 

 

付則 

・令和３年４月１日 制定 

・令和４年４月 1日 改定 

・令和６年９月 20日 改定 

・令和６年６月４日 改定 


